
1ステップで問合せを受付！
問合せ管理機能のご紹介

※ 当マニュアルご利用後、Jグランツや当マニュアルについてご意見いただきたく、
アンケートにご協力ください。
https://forms.office.com/r/mPp08c6UgL

操作説明動画
https://www.youtube.com/playlist?list=PLea04mU5mUmip2_
tySORDdg9S3DO_Hqbn

問合せ機能のメリット

✓ 事業者からの問合せをJグランツ上で受付・回答可能

✓ 事業者情報や申請情報と紐づけた問合せ内容の管理が可能

✓ 問合せ受付時・回答時にメールで通知

✓ 過去の問合せも参照可能

事業者サイト 事務局審査サイト

A. 事務局管理者サイトでの受付設定 P.1

B. 事業者サイトからの問合せ方法 P.2

C. 事務局審査サイトからの回答方法 P.5
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A．管理者サイトでの受付設定

事務局管理者サイト

手順1
事務局管理者サイトの補助金セットアップフローの「基本情報2」画面から、
「Jグランツで問合せを受け付ける」にチェックを入れて保存してください。
チェックを入れるだけで事業者サイトには問合せボタンが表示されます。
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B．事業者サイトからの問合せ方法

①補助金詳細画面

②事業詳細画面

③申請作成画面

事業者サイトでは、以下3つの画面からお問合せが可能となります。

① 補助金詳細画面 ：補助金の検索後の画面

② 事業詳細画面 ：過去申請を確認する画面

③ 申請作成画面 ：申請を作成する画面
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お問合せの実施及び事務局からの回答の際に、
入力いただいたメールアドレスにメールが送付
されます。

お問合せにはファイルを添付することができます。
※複数添付いただくことも可能です。

「下書きを保存する」を押下すると、作成途中の
お問合せを保存できます。
作成した下書きはお問合せ一覧からご確認、
お問合せいただけます。

B．事業者サイトからの問合せ方法

手順1 前ページにて「問合せする」を押下すると、以下のポップアップが表示されますので、
必要情報を入力した後、「問合せする」を押下します。
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事務局からの回答が表示されます。

B．事業者サイトからの問合せ方法

実施したお問合せや回答はお問合せ一覧から確認できます。

添付ファイルを確認できます。

追加でお問合せを実施できます。
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C. 事務局審査サイトからの回答方法

「検索」のバーを押下すると、問合せ
情報の検索欄が開閉します。

手順1 事務局審査サイトのトップページを開き、画面上部にある「問合せ一覧」タブを
押下します。

事業者サイトからの問合せを受け付けると、事務局にメールで案内が送付されますので、
メールを受領したタイミングで問合せ内容をご確認ください。

手順2 問合せの内容を確認したい問い合わせ番号を押下します。

初期表示では、回答が「未回答」の
問合せが表示されます。

テスト事業者1

テスト事業者1

テスト事業者1

茶色補助金（第1回公
募）

茶色補助金（第1回公
募）

茶色補助金（第1回公
募）
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C. 事務局審査サイトからの回答方法

手順3 問合せ内容を確認後、「回答を追加する」を押下します。

事業者からの問合せ内容
が表示されます。

問合せを実施した事業者の
情報が表示されます。
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C. 事務局審査サイトからの回答方法

回答後、Jグランツから事業者あてにメールが送付されます。

手順4 問合せの回答を入力し、「回答する」を押下します。

回答にはファイルを添付することができます。
※ファイルは複数アップロード可能です。

下書きを保存することができます。

問合せ機能の操作方法の詳細については以下マニュアルも参照ください。

✓事業者サイト ：「操作マニュアル_事業者サイト用」 Ⅴ. お問合せ管理機能

✓事務局審査サイト ：「操作マニュアル_事務局用」 Ⅴ. 問合せ管理機能

https://fs2-dev.jgrants-portal.go.jp/操作マニュアル_事業者サイト用.pdf
https://fs2.jgrants-portal.go.jp/操作マニュアル_事務局用.pdf
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